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只木ゼミ春合宿第 2 問検察レジュメ 

文責:3 班 

 

Ⅰ. 事案の概要 

 X は、昭和 56 年 1 月 15 日の夜、1 時間にわたり、三重県内の飯場において、プラスチ5 

ック製洗面器の底や革バンドで A の後頭部を多数回殴打するなどの暴行を加えたところ、

A は恐怖心による心理的圧迫等によって血圧を上昇させ、内因性高血圧性橋脳出血により

意識喪失状態に陥った。X は A を 1km 程離れた住宅街の駐車場まで自動車で運び、同所に

放置して立ち去った。 

 その後、コンビニの帰りに偶然付近を通りかかった Y は、駐車場に倒れている人影を見10 

つけたためあわてて駆け寄ったところ、以前から激しく恨んでいた A であることに気が付

き、｢誰がやったのかは知らないが、この機に自分の腹いせに何発か殴っておこう｣との思い

から、近くの民家の壁に立てかけてあった角材(130cm×4cm×5cm)を用いて、うつ伏せに倒

れている A の頭部に振り下ろす形で数回殴打し立ち去った。 

 その後 A は、脳出血により死亡した。 15 

 調査の結果、直接の死因は X による暴行から生じた脳出血であり、Y の暴行によりその

傷害が拡大し、幾分か死期が早められたことが分かった。 

 X 及び Y の罪責を検討せよ。 

参考判例:最高裁平成 2 年 11 月 20 日第三小法廷決定 
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Ⅱ. 問題の所在 

 A の直接的な死亡原因は X による暴行行為が引き起こしたものであるが、A の死期は Y

の暴行行為により幾分か早められていた。このような場合に、X と Y 両者の暴行行為と A

の死亡結果との間に因果関係が認められるか。X と Y それぞれについて問題となる。 
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Ⅲ. 学説の状況 

a 説(条件説)1 

 因果関係を認めるために、条件関係があれば因果関係を認めることができるとする見解

で、条件関係の判断は、「当該行為がなければ、当該結果は発生しなかった」という仮定的

消去法を用いる。 30 

b 説(原因説)2 

 結果に対する諸条件の中から、何らかの基準で原因を選び出し、それと結果との間に刑法

上の因果関係を認めようとしたもの。原因を選ぶ基準としては、優越的条件、最有力条件、

                                                   
1 山口厚『刑法〔第三版〕』(有斐閣,2015 年)31 頁。 

2 浅田和茂『刑法総論』(成文堂,2007 年)135 頁参照。 
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決定的条件、最終条件がある。 

c 説(相当因果関係説)3 

 条件関係の存在を前提として、結果に対する諸条件のうち社会生活上の経験に照らして、

その行為からその結果が生じることが相当であると認められることが必要とする説。相当

性の有無を判断する基礎としていかなる事情を考慮すべきかによって 3 説に分かれる。 5 

c-1 説(主観的相当因果関係説)4 

 行為者が行為時に認識した、または認識しえた事情を判断の基礎とする。 

c-2 説(客観的相当因果関係説)5 

 行為当時存在したすべての事情及び行為後に生じた客観的に予見可能な事情を判断の基

礎とする。 10 

c-3 説(折衷的相当因果関係説)6 

  行為当時一般人に認識・予見可能であった事情及び行為者が特に認識予見していた事情

を判断の基礎とする。 

d 説(危険の現実化説) 

 「行為の危険性が結果へと現実化したか(危険の現実化)」が基準とされる説。行為の危険15 

性は、行為時に存在した事情を基礎に客観的に判断され、因果経過の経験的通常性自体には

独自の意味はなく、それが欠ける場合であっても、行為の危険性の結果への実現が肯定され

うる7。 

 また、行為後に予想外の事情が介在して結果が発生した場合、単に「現に生じた因果経過

がどれだけ突飛だったのか」だけで結果の帰責関係を判別せずに、(イ)実行行為の結果発生20 

への寄与度、(ロ)介在事情の異常性の大小、(ハ)介在事情の結果への寄与度の三点を総合考

慮して、行為者の実行行為に結果を帰属せしめ得るか否かを判断する8。 

  

Ⅳ. 判例  

1.X の罪責 25 

最高裁平成 18 年 3 月 27 日第 1 小法廷決定。刑集 60 巻 3 号 382 頁。 

<事実の概要> 

 被告人 X は、被害者 A と金銭トラブルがあり、平成 16 年 3 月 6 日午前 3 時 40 分ころ、

                                                   

3 大谷實『刑法講義総論〔新版第 4 版〕』(成文堂,2013 年)205 頁。 

4 宮本英脩『刑法大綱』(弘文堂,1935 年(覆刻版 1985 年))63 頁参照。 

5 小野清一郎『新訂刑法講義総論(増補版)』(有斐閣,1950年)112 頁参照。 

6 大谷・前掲 207頁。 

7 山口・前掲 33 頁。最高裁第 1 小法廷平成 22 年 10 月 26 日決定(刑集 64 巻 7 号 1019 頁) 最高裁第 3 小

法廷平成 24 年 2 月 8 日決定(刑集 66 巻 4 号 200 頁)。 

8 前田雅英『刑法総論講義 第 5 版』(東京大学出版会,2011 年)196、197 頁。 
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Y・Z と共謀の上、3 人がかりで A の体をつかんで普通乗用自動車後部のトランク内に押し

込み、トランクカバーを閉めて脱出不能にし、同車を発進走行させた後、呼び出した知人ら

と合流するため、K 市内の路上で停車した。停車地点は、車道の幅員が役 7.5m で、片側 1

車線のほぼ直線の見通しのよい道路上であったが、停車して数分後の午前 3 時 50 分ころ、

後方から走行してきた普通乗用自動車の運転者が、前方不注意のため、停車中の上記車両に5 

至近距離に至るまで気付かず、同車のほぼ真後ろから時速約 60km で追突し、これにより

同車後部のトランクは、その中央部がへこみ、トランク内に押し込まれていた A は、頸髄

挫傷の傷害を負い、まもなく同傷害により死亡した。 

<決定要旨> 

「以上の事実関係の下においては、被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第10 

三者の甚だしい過失行為にあるとしても、道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトラン

ク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することが

できる」。 

2.Y の罪責 

最高裁昭和 46 年 6 月 17 日第 1 小法廷決定。刑集 25 巻 4 号 576 頁。 15 

<事実の概要> 

 被告人は、当時 63 歳であった A の胸ぐらをつかんであおむけに倒し、左手で頸部を絞め

つけ、右手で口部を抑え、さらにその顔面を夏布団でおおい、鼻口部を圧迫するなどして、

同女の反抗を抑圧したうえ、同女所有の現金および預金通帳を強取し、その際前記暴行によ

り、同所において、A の鼻口部閉塞に基づく窒息により即時死にいたらしめた。 20 

<決定要旨> 

 「致死の原因たる暴行は、必らずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であるこ

とを要するものではなく、その暴行がその特殊事情とあいまって致死の結果を生ぜしめた

と認められる以上、その暴行と致死の結果との間に因果関係を認める余地があるといわな

ければならない」。 25 

 

Ⅴ. 学説の検討 

1. a 説について 

  a 説を採用した場合、因果関係を肯定する範囲が広がりすぎてしまう。そのため結果が

極めて異常な経過をたどって生じた場合にまでも実行行為との間に因果関係を肯定するこ30 

とになってしまい、その結果を惹起したことによる犯罪の成立を認めることは妥当ではな

いと考えられる9。よって、検察側はこの説を採用しない。 

2. b 説について 

  b 説の場合は、かかる原因を優越的条件・最有力条件・決定的条件と判断するために、

                                                   

9 山口・前掲 31、32 頁。 
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さらなる基準が必要になるが、その基準が明らかでないこと。また、最後に生じた原因(最

終条件)が常に重要な原因であるとは限らない10ことから、b 説をとるのは妥当でないため、

検察側はこの説を採用しない。 

3. c 説について 

 c 説の全体の批判としては、条件関係の認められる因果経過を、さらに限定するための相5 

当性という要件自体が曖昧かつ不明瞭なものであるという点で妥当ではない11。 

(1) c-1 説について 

 また、個別の批判としては、c-1 説は行為者が認識予見しえなかった事情については、一

般人が認識予見しえた場合でも判断の基礎とすることができないから、この場合にも因果

関係が否定されることとなり経験則上偶然的結果でないものまでも排除してしまう点で、10 

判断の基礎として狭すぎる12。 

(2) c-2 説について 

 c-2 説は行為当時の事情に関して、一般人も知ることができず、行為者も知らなかった特

殊の事情をも考慮に入れるのは、社会通念上偶然的結果というべきものについても広く因

果関係を認めることになりえるため、処罰範囲が不当に広がる恐れがある。また客観説が行15 

為後に発生した事情について一般的な予見可能性を基準として限定しようとするのは理論

的に一貫性をもたない13。 

(3) c-3 説について 

 c-3 説は客観的構成要件要素である因果関係について行為者の認識・予見を考慮すべきで

はなく、この説を貫くと行為後の因果経過について考慮することができない。行為者の認識20 

の有無が因果関係の存否に影響を与えるとすると、複数の行為者が結果惹起に関与した場

合、認識が異なる行為者によって因果関係の有無に差が生じてしまう14。以上のことから、

検察側は c 説を採用しない。 

4. d 説について 

 そもそも因果関係は、結果犯において、実行行為と発生した結果とを結びつける構成要件25 

要素であり、これをもって結果を構成要件的結果として実行行為に帰属させることで既遂

と未遂とを判断し、犯罪の成立ないし処罰の適正を図るものである。 

 そうであるとするならば、d 説の「行為の有する危険性が現実化したか」という基準は、

いかなる範囲の結果について「構成要件的結果を惹起する現実的な危険性が認められる行

                                                   
10 浅田・前掲 135 頁。 

11 大谷・前掲 207 頁。 

12 大谷・前掲 207 頁。 

13 大谷・前掲 207 頁。 

14 大谷・前掲 207、208 頁。 

平野龍一『刑法総論Ⅰ』(有斐閣,1972 年)、『刑法総論Ⅱ』(有斐閣,1976 年)141 頁参照。 
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為15」という実行行為に帰属させうるかという問題を判断するにあたって最も自然であり、

論理的に一貫しているといえる16。 

 予見できないような介在事情が存在する場合、相当因果関係説に立つと、因果関係が肯定

できない。それでは結論の妥当性を欠く場合がある。したがって、行為時に予見できたかど

うかではなく、複数の考慮要素を持ち合わせた本説を採用すべきと考える17。よって検察側5 

は d 説を採用する。 

 

Ⅵ. 本問の検討 

第 1. X の罪責について 

1. X が洗面器の底や革バンドで A の頭部を殴打した行為について殺人罪(199 条)が成立し10 

ないか検討する。洗面器の底や革バンドで人の枢要部である後頭部を殴打する行為は、洗面

器の底や革バンドなど殺傷力の高くないものであっても、1 時間にも及ぶ暴行は人に死とい

う結果をもたらす現実的危険性を有する行為といえるため、X の行為は殺人罪の実行行為

にあたる。また、A はその結果死亡するに至った。 

2. (1) X の第一行為と結果の間に Y の第二行為という介在事情が存在しているから、X の第15 

一行為と結果との間に因果関係が認められるかが問題となる。検察側が採用する d 説(危険

の現実化説)においては、実行行為の危険性が結果へと現実化したかどうかで因果関係が判

断される。具体的には、①行為の危険性②介在事情の異常性③その結果への寄与度という 3

要件に当てはめて検討する。 

 (2) まず、①について、人の枢要部である後頭部を狙うものであり、さらに皮バンドや洗20 

面器で一時間という長時間にわたって殴打するというものであるので、その行為の危険性

は高いものと言える。 

 次に、②については、人通りが少ない夜間の駐車場に意識喪失状態で倒れている A に対

し、救助をするわけではなく、角材(130cm×4cm×5cm)を用いて頭部を数回殴打する Y の行

為は異常性が非常に高い。 25 

 さらに、③については、直接の死因になったのは、A の血圧を上昇させ、内因性高血圧性

橋脳出血に陥らせた X の行為であり、Y の行為は幾分か死期を早めたに過ぎないため、Y の

行為(介在事情)の結果への寄与度は低いと言える。 

(3) したがって、Y の行為の異常性が高いことから、X の行為と A の死亡結果との間の因果

関係は認められないようにも思えるが、Aの直接的な死因を形成したのはXの行為であり、30 

X の行為の危険性が高いことを鑑みると因果関係が認められる。 

3. また、人の後頭部を 1 時間殴打して意識を失った人が命の危機に瀕することは通常人に

                                                   

15 山口・前掲 30 頁、最高裁第 3 小法廷平成 16 年 1 月 20 日決定(刑集 58 巻 1 号 1 頁)。 

16 大谷・前掲 201、202 頁。 

17 前田・前掲 197 頁。 
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は容易に予想しえることであるから、そのまま路上に放置すれば死亡するであろうことは

認識・認容できたといえるので、A の死亡結果に対する一般的抽象的認識認容があったとい

え、故意(38 条 1 項本文)は認められる。 

4. よって X の行為に殺人罪(199 条)が成立する。仮に殺人の故意がなかった場合には、傷

害致死罪(205 条)が成立する。 5 

第 2. Y の罪責について 

1. Y が角材(130cm×4cm×5cm)でうつ伏せに倒れている A の頭部を数回殴打した行為につ

いて殺人罪(199 条)が成立しないか検討する。Y の暴行行為は角材(130cm×4cm×5cm)を用

いて、A の枢要部である頭部を狙って行われたものであり、殺人罪の実行行為にあたる。ま

た、A はその結果死亡している。 10 

2. (1) Y の暴行行為と A の死亡結果との間に因果関係が認められるか。Y の暴行行為は A の

直接の死因を形成したとはいえないため、問題となる。 

(2) 上記にあるように、実行行為の危険性が結果へと現実化したといえるか否かで因果関係

を判断する。 

(3) たしかに、Y の暴行行為は A の直接の死因を形成したとはいえないが、幾分か死期を早15 

めたものであり、Xの暴行行為とあいまってAの死亡結果を生ぜしめたものと認められる。

したがって、Y の暴行行為が有している危険性が死亡結果へと現実化したといえるため、因

果関係が肯定される。 

3. すでに意識喪失状態にある人に、角材で人間の枢要部である後頭部を振り下ろす形で殴

った場合、死亡することは容易に考えられる。さらに Y は自分が恨みをもつ A と認識した20 

上で、かかる行為を行った。したがって、A が死亡しても構わないという A の死亡結果に

対する一般的抽象的認識認容があったといえるため、Y の故意(38 条 1 項本文)は認められ

る。 

4. よって Y の行為に殺人罪(199 条)が成立する。 

 25 

Ⅶ. 結論 

X の行為に殺人罪(199 条)が成立し、Y の行為にも殺人罪(199 条)が成立する。 

以上 


